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申請書作成手続

～電子申請を利用した年度更新申告の作成方法～



１

e-Govメインメニューから、電子申請のトップページへe-Govメインメニューから、電子申請のトップページへ

1.

 

メインメニューが表示されましたら
画面をスクロールしてください。



２

e-Govメインメニューから、電子申請のトップページへe-Govメインメニューから、電子申請のトップページへ

2.

 

「電子申請のトップページ」ボタンを
クリックしてください。



３

e-Govで初めて電子申請を行

 
う方は「初めての方はこちら」

 
ボタンをクリックし、表示に

 
従って、ご使用のパソコンの

 
環境設定を行う必要がありま

 
す。

 

e-Govで初めて電子申請を行

 
う方は「初めての方はこちら」

 
ボタンをクリックし、表示に

 
従って、ご使用のパソコンの

 
環境設定を行う必要がありま

 
す。

3.

 

環境設定が終了されている方は、
「申請・届出メニュー」をクリックして
ください。

※電子申請をご利用いただくには電子証明書を取得していた
だく必要がございます。

※電子申請をご利用いただくには電子証明書を取得していた
だく必要がございます。



４

申請・届出メニュー申請・届出メニュー

4.

 

「申請・届出」メニューの
「申請（申請者・代理人）」をクリック

してください。



５

e-Gov電子申請手続検索e-Gov電子申請手続検索

5.

 

検索のキーワードに
「年度更新申告」と入力してください。

6.

 

検索のキーワードに「年度更新申告」

 

と
入力した後[検索]ボタンをクリック

 

してく

 
だ

さい。



６

e-Gov電子申請手続検索

 
検索結果一覧e-Gov電子申請手続検索

 
検索結果一覧

7.

 

検索結果の中から、
該当する年度更新申告の手続を
クリックしてください。

※事務組合に委託されている方以外の事業主の方は
・年度更新申告
・年度更新申告（建設の事業）
・年度更新申告（立木の伐採の事業）
・年度更新申告（一人親方等団体）
・年度更新申告（海外派遣特別加入者）
のうちご自身に該当する手続をお選び下さい。

※事務組合に委託されている方以外の事業主の方は
・年度更新申告
・年度更新申告（建設の事業）
・年度更新申告（立木の伐採の事業）
・年度更新申告（一人親方等団体）
・年度更新申告（海外派遣特別加入者）
のうちご自身に該当する手続をお選び下さい。



７

年度更新申告

 
手続画面年度更新申告

 
手続画面

手続名が表示されますので、

 
ご確認ください。

8.

 

画面を下へスクロールしてください。



８

年度更新申告

 
手続画面年度更新申告

 
手続画面

9.

 

「申告書を作成」ボタンをクリック

 

してく

 
だ

さい。



９

労働保険番号・アクセスコード入力労働保険番号・アクセスコード入力

10.

 

「労働保険番号」と「アクセスコード」

を半角英数文字で入力してください。

※「労働保険番号」及び「アクセスコード」はお手元に送
付されております申告書用紙に記載されております。

※「労働保険番号」及び「アクセスコード」はお手元に送
付されております申告書用紙に記載されております。

11.

 

「労働保険番号」と「アクセスコード」
を入力後、[進む]ボタンをクリックし
て ください。



１０

申告書入力画面（表示）申告書入力画面（表示）

12.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。
23年度の申告データが表示されます。



１１

申告書入力画面（入力）申告書入力画面（入力）

社会保険労務士の方が申告を行う場合は、

 
こちらの項目にも入力をお願いします。

 

社会保険労務士の方が申告を行う場合は、

 
こちらの項目にも入力をお願いします。

※郵送させていただいております
「平成23年度労働保険年度更新申告書の書き方」

を参考にご入力ください。

※郵送させていただいております
「平成23年度労働保険年度更新申告書の書き方」

を参考にご入力ください。

13.

 

入力が終了しましたら、
「チェックボックス」にチェックを
入れてください。



１２

申告書入力画面（入力可能な計算項目の計算）申告書入力画面（入力可能な計算項目の計算）

14.

 

このメッセージが表示されましたら、
「OK」ボタンをクリックしてください。

※入力した内容に間違いがある場合、 エラーメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従い、入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れてください）

※入力した内容に間違いがある場合、 エラーメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従い、入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れてください）



１３

申告書入力画面（入力チェック）申告書入力画面（入力チェック）

15.

 

p11 「入力可能な計算項目の計算」にてエラー
メッセージが表示されない場合、 「入力チェッ

 
ク」

ボタンをクリックしてください。

※必須項目に入力がない等のエラーがある場合、エラーメッセージの画面が表示されます。
表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「入力チェック」ボタンをクリックしてください）

※必須項目に入力がない等のエラーがある場合、エラーメッセージの画面が表示されます。
表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「入力チェック」ボタンをクリックしてください）



１４

申告書入力画面（入力チェック

 
完了）申告書入力画面（入力チェック

 
完了）

16.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。

申請完了後、申請内容を控えておきたい方は、

 
この画面様式のプリントアウト行ってください。

 ※電子申請につきましては「控」をお渡ししておりませ

 
んので、控に代えて、この画面と「状況確認」画面（P５

 
４）のプリントアウトを御利用ください。

 

申請完了後、申請内容を控えておきたい方は、

 
この画面様式のプリントアウト行ってください。

※電子申請につきましては「控」をお渡ししておりませ

 
んので、控に代えて、この画面と「状況確認」画面（P５

 
４）のプリントアウトを御利用ください。

様式のイメージをプリントアウトされる

 
場合は、「様式をプレビュー」ボタンをク

 
リックしてプレビュー画面を表示した上

 
で、ブラウザの印刷機能を御利用くだ

 
さい。

 

様式のイメージをプリントアウトされる

 
場合は、「様式をプレビュー」ボタンをク

 
リックしてプレビュー画面を表示した上

 
で、ブラウザの印刷機能を御利用くだ

 
さい。



１５

申告書入力画面（署名添付）申告書入力画面（署名添付）

17.

 

「署名して次へ進む」ボタンをクリックしてください。



１６

申告書入力画面（署名添付）申告書入力画面（署名添付）

18.

 

表示された「証明書」を選択してください。

19.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。



１７

申告書入力画面（申請データの保存）申告書入力画面（申請データの保存）

20.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。



１８

申告書入力画面（申請データの保存）申告書入力画面（申請データの保存）

21.

 

ご使用のパソコン内部の任意の場所を

指定し「保存」してください。



１９

22.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。

申告書入力画面（形式チェック）申告書入力画面（形式チェック）

※実在する日付が入力されていない等エラーがある場合、エラーメッセージの画面が表示されます。
表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「入力チェック」ボタンをクリックして
ください。

 

「入力チェック」終了後、

 

「署名して次へ進む」ボタンをクリックしてください。）

※実在する日付が入力されていない等エラーがある場合、エラーメッセージの画面が表示されます。
表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「入力チェック」ボタンをクリックして
ください。

 

「入力チェック」終了後、

 

「署名して次へ進む」ボタンをクリックしてください。）



２０

申告書入力画面（作成完了）申告書入力画面（作成完了）

23.

 

続けて他の申請書を作成する場合には
「引き続きこの手続の他の申請届出書を作成しま

す。」を他の申請書を作成しない場合には
「これまで作成した申請書をe-Govに保管します。」を
選択してください。

※このマニュアルでは
「これまでに作成した申請届出書をe-Govに保管します。」を
選択した場合の説明を行います。

申請した手続名と様式名が表示されます。

 
間違いがないか、ご確認ください。

申請した手続名と様式名が表示されます。

 
間違いがないか、ご確認ください。



２１

申告書入力画面（保管）申告書入力画面（保管）

24.

 

「メモ」に任意の文字列を記入できます。

25.

 

「保管」ボタンをクリックしてください。



２２

申告書入力画面（保管）申告書入力画面（保管）

26.

 

「はい」ボタンをクリックしてください。



２３

申告書入力画面（保管）申告書入力画面（保管）

27.

 

「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。



２４

申告書入力画面（保管）申告書入力画面（保管）

28.

 

「保存」ボタンをクリックしてください。



２５

申告書入力画面（保管）申告書入力画面（保管）

29.

 

ご使用のパソコン内部の任意の場所を
指定し、必ず[保存]してください。



２６

申告書入力画面（保管完了）申告書入力画面（保管完了）

30.

 

「終了する」ボタンをクリックしてください。



２７

申告書入力画面（保管完了）申告書入力画面（保管完了）

31.

 

「OK」ボタンをクリックしてください。
保管完了画面が閉じられます。



申告書送信手続

～作成した年度更新申告書を電子申請を利用して提出を行う～



年度更新申告

 
手続画面年度更新申告

 
手続画面

２８

※７ページの年度更新申告の詳細画面を表示してください。
（申請書作成画面表示時点で閉じていなければ、そのまま表示されております）

※７ページの年度更新申告の詳細画面を表示してください。
（申請書作成画面表示時点で閉じていなければ、そのまま表示されております）



２９

年度更新申告

 
手続画面年度更新申告

 
手続画面

1. 「申請書送信」ボタンをクリックして
ください。



３０

提出する申請書を選択提出する申請書を選択

2. 「参照」ボタンをクリックしてください。



３１

提出する申請書を選択提出する申請書を選択

3. 「保管完了」画面（25ページ）で保存した
申請書預かり票（xmlファイル）を選択し、
「開く」ボタンをクリックしてください。



３２

提出する申請書を選択提出する申請書を選択

4. 「読込」ボタンをクリックしてください。



３３

提出する申請書を選択提出する申請書を選択

読み込んだ様式名が表示されます。

 
提出する申請書に間違いがないか、ご確認ください。

 
間違っている場合は、P30からやり直してください。

読み込んだ様式名が表示されます。

 
提出する申請書に間違いがないか、ご確認ください。

 
間違っている場合は、P30からやり直してください。



３４

提出する申請書を選択提出する申請書を選択

5. 「選択」チェックボックスに
チェックを入れてください。

6. 「進む」ボタンをクリックしてください。



３５

申請者の基本情報の入力申請者の基本情報の入力

7. 「OK」ボタンをクリックしてください。



３６

※入力項目に従って、必要な情報を入力してください。※入力項目に従って、必要な情報を入力してください。

申請者の基本情報の入力申請者の基本情報の入力

8. 入力が完了しましたら
「提出先の選択」ボタンをクリックしてください。



３７

提出先の選択提出先の選択

9. 「大分類」をプルダウンをクリックして、
提出先を選択してください。

※年度更新申告においては、提出先として管轄の労働局を指定してください。※年度更新申告においては、提出先として管轄の労働局を指定してください。



３８

提出先の選択提出先の選択

10. 提出先の選択後、
「設定」ボタンをクリックしてください。



３９

申請者の基本情報の入力申請者の基本情報の入力

11. 提出先が表示されていることを確認します。
確認後、下へスクロールしてください。



４０

申請者の基本情報の入力申請者の基本情報の入力

12. 「進む」ボタンをクリックしてください。



申請者の基本情報の入力申請者の基本情報の入力

13. メッセージボックスが表示されるので、
「OK」ボタンをクリックしてください。

４１



４２

添付書類の選択添付書類の選択

添付書類がある場合、以下の手順で設定してください。

 
①チェックボックスにチェックを入れる。
②「添付」を選択。
③「書類名」に全角文字で名前を記入する。

 
④「参照」ボタンを押して、添付する書類を選択する。

 添付する書類が複数ある場合、「追加」ボタンをクリック

 
して、添付書類欄を追加してください。

添付書類がある場合、以下の手順で設定してください。

 
①チェックボックスにチェックを入れる。
②「添付」を選択。
③「書類名」に全角文字で名前を記入する。

 
④「参照」ボタンを押して、添付する書類を選択する。

添付する書類が複数ある場合、「追加」ボタンをクリック

 
して、添付書類欄を追加してください。

※同時に提出する申請書の枚数によって、添付できる書類の枚数が変わります。
申請書＋添付書類の枚数が150枚以内となるようにご注意ください。
また、添付枚数が多くなるにしたがって処理時間が長くなり、タイムアウトとなる場合が
あります。

※同時に提出する申請書の枚数によって、添付できる書類の枚数が変わります。
申請書＋添付書類の枚数が150枚以内となるようにご注意ください。
また、添付枚数が多くなるにしたがって処理時間が長くなり、タイムアウトとなる場合が
あります。

14. 添付書類の設定後
（ない場合は何もせずに）
「進む」ボタンをクリックしてください。



４３

添付書類の選択添付書類の選択

15. 「OK」ボタンをクリックしてください。



４４

添付書類の選択添付書類の選択

16. ご使用のパソコン内部の任意の場所を指定し

 
て、

「保存」ボタンクリックしてください。



４５

添付書類の選択添付書類の選択

17. 「OK」ボタンをクリックしてください。



４６

申請意思の確認申請意思の確認

18. 電子納付を希望される場合は、
実際に納付される方の振込者氏名カナを
ご入力ください。

※社会保険労務士の方が代理申請する場合は、事業主の名義を振込者氏名カナ
に入力してください。

※社会保険労務士の方が代理申請する場合は、事業主の名義を振込者氏名カナ
に入力してください。



４７

申請意思の確認申請意思の確認

※電子納付を希望されない場合でも、自動的に「電子納付」にチェックが入り、
「振込者氏名カナ」に氏名が入力されますが、削除等は行わないでください。
電子納付を選択しても、紙の申請書にて納付を行うことができます。

※電子納付を希望されない場合でも、自動的に「電子納付」にチェックが入り、
「振込者氏名カナ」に氏名が入力されますが、削除等は行わないでください。
電子納付を選択しても、紙の申請書にて納付を行うことができます。

こちらに入力しただけでは、納付は

 
行われません。

 
実際の電子納付手続はP50以降を

 
ご参照ください。

 

こちらに入力しただけでは、納付は

 
行われません。

 
実際の電子納付手続はP50以降を

ご参照ください。



４８

申請意思の確認申請意思の確認

19. 「項番」下のチェックボックスにチェックを
入れてください。

20. 「チェックした申請届出書を提出」
ボタンをクリックしてください。

申請する申請届出ファイル一式をご使用になっ

 
ているパソコンで保存したい場合は、

 

「申請届出

 
内容を保存」ボタンをクリックしてください。

 ※IE8にて保存したファイルを開いた場合、表示

 
さ

 
れるレイアウトが崩れてしまう場合があります。

申請する申請届出ファイル一式をご使用になっ

 
ているパソコンで保存したい場合は、

 

「申請届出

 
内容を保存」ボタンをクリックしてください。

※IE8にて保存したファイルを開いた場合、表示

 
さ

 
れるレイアウトが崩れてしまう場合があります。



４９

21. 「OK」ボタンをクリックしてください。

申請意思の確認申請意思の確認



５０

本画面で掲載されている情報は、e-Govへの

 
お問い合わせや電子納付を行う際に必要とな
ります。必ず控えておいてください。

本画面で掲載されている情報は、e-Govへの

 
お問い合わせや電子納付を行う際に必要とな
ります。必ず控えておいてください。

22. 「終了する」ボタンをクリックしてください。
手続が完了します。

到達の確認到達の確認



状況照会・電子納付

～提出した申告書の審査状況確認から電子納付を利用した納付～



５１

状況照会画面の選択状況照会画面の選択

1. 「申請・届出メニュー」をクリックしてください。
クリック後、「状況照会」項目が表示されるまで
下へスクロールします。

※状況照会画面とは
申請の処理状況を確認したり、電子納付を行うことができる画面になります。

※状況照会画面とは
申請の処理状況を確認したり、電子納付を行うことができる画面になります。



５２

2. 「状況照会」をクリックしてください。

状況照会画面の選択状況照会画面の選択



５３

3. 「到達確認」画面（50ページ参照）で保存した
「到達番号」「問い合わせ番号」を入力して
ください。

4. 「照会」ボタンをクリックしてください。

状況照会状況照会



５４

状況確認状況確認

5. 申請手続きに対する情報が通知
されます。
コメントが届いている場合には
「コメント通知一覧」ボタンをクリック
してください。

6. 電子納付をされる場合には
「納付情報一覧」ボタンをクリック
してください。

申請を行った手続の処理状況が表示されます。

 
手続が完了したことを紙で保存されたい場合は、こ

 
の画面のプリントアウトを行ってください。

 ※電子申請につきましては「控」をお渡ししておりませんので、

 
控に代えて、この画面（受理された手続は「審査状況」が「手

 
続終了」と表示されます。）と様式イメージ画面（P１０～１４）

 
のプリントアウト（ブラウザの印刷機能を御利用ください。）を

 
御利用ください。

 

申請を行った手続の処理状況が表示されます。

 
手続が完了したことを紙で保存されたい場合は、こ
の画面のプリントアウトを行ってください。

※電子申請につきましては「控」をお渡ししておりませんので、

 
控に代えて、この画面（受理された手続は「審査状況」が「手

 
続終了」と表示されます。）と様式イメージ画面（P１０～１４）

 
のプリントアウト（ブラウザの印刷機能を御利用ください。）を

 
御利用ください。



５５

納付情報一覧納付情報一覧

7. 「電子納付する」ボタンをクリックすると
各金融機関のインターネットバンキング
検索画面に遷移します。
ご利用される金融機関を検索し、納付手続
を行ってください。

電子納付が行える期限となります。

 
表示されている期日までに納付手続
を行ってください。

電子納付が行える期限となります。

 
表示されている期日までに納付手続
を行ってください。

※インターネットバンキングの操作方法は、利用されている各金融機関にお問い合わせください。
また、審査終了前に納付手続を行いますと、審査において申請が不受理となる場合がございます。
できるだけ、審査終了後に納付手続を行うよう、お願いいたします。

※インターネットバンキングの操作方法は、利用されている各金融機関にお問い合わせください。
また、審査終了前に納付手続を行いますと、審査において申請が不受理となる場合がございます。
できるだけ、審査終了後に納付手続を行うよう、お願いいたします。

電子納付による納付状況であり、

 
紙の納付書での納付を希望され

 
る場合は、ご確認いただく必要

 
は

 
ありません。

電子納付による納付状況であり、

 
紙の納付書での納付を希望され

 
る場合は、ご確認いただく必要

 
は

 
ありません。



お問い合わせ先/その他注意事項
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e-Gov電子申請に関するお問い合わせ先

電子政府利用支援センター
http://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/htdocs/H_Faq001.jsp

電話番号 0570-041-041 平日9:00～19:00 土日及び祝祭日9:00～17:00
※ナビダイヤルに対応していない場合は 017-721-0363

FAX番号

 
017-721-0365 毎日（土日祝日含む）24時間受付

電子メール

 
24時間受付

（電子政府利用支援センターの中程にある
「電子メールでのお問い合わせ」ボタンをクリックしてください。
お問い合わせフォームの画面へと遷移します）

お問い合わせ先お問い合わせ先

http://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/htdocs/H_Faq001.jsp


５７

年度更新申告書の書き方に関するお問い合わせ先

申請先の各都道府県労働局（労働保険徴収課（室））及び労働基準監督署

 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

※年度更新申告書様式の入力項目については、「平成23年度

 

労働保険

 

年度更新

 

申告書の

 書き方」に記載しております。

「平成23年度

 

労働保険

 

年度更新

 

申告書の書き方」掲載先

事業主の方用
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/

労働保険事務組合の方用
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/

お問い合わせ先お問い合わせ先

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/


５８

※本マニュアルは、一般の事業主（立木の伐採・建設の事業以外）の方が、申請を行う場合の手順
を記載しております。
（基本的には他の申告様式でも、添付書類の枚数が異なるだけでほぼ同じ手順です。）

※各画面の左上方にある「手順を表示」ボタンをクリックしていただきますと、その画面における入
力手順等が表示されますので、詳しい手順についてはそちらをご参照ください。

※各入力画面にて入力後チェックを行いましたときに、入力項目に誤りや入力漏れがある場合には

 エラーの表示がなされます。エラーが表示されましたら内容をご確認の上、訂正入力等を行ってい

 ただき、再度同じ手順でチェックを行ってください。

※電子申請完了後、申請内容の確認やe‐Govへの到達状況、提出先の審査状況の確認をされたい

 場合は、作成した画面様式（Ｐ１０～１４参照）や「到達確認」画面（Ｐ５０参照）、「状況確認」画面（Ｐ

 ５４参照）のプリントアウト（ブラウザの印刷機能を御利用ください。）を行ってください。

その他 注意事項その他 注意事項
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